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天野 嘉 一

0 7 5 - 8

電気機械器具製造
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京都市右東区梅津高畝町47番 地

して1,500キロツッ トル以上))

r京 都府地球温暖化対策条例施行規則第10条第2号又は第3号該当事業者 (大規模運送事業者 (トラック又

はパス100台以上/タ クシー150台以上/鉄 道車両150両以上)はパス100台以上/タ クシー150台以上/鉄 道車両150両以上)
京都府地球温暖化対策条例施行規則第 10条 第 4号 該当事業者 (その他の温室効果ガスの大規模排出事

平成  17年 4 月  ～ 平成   20年 3 月

平成2年度比25%削 減。
全社SF6ガス排出率の削減、環境マネジメントシステムの導入により平成22年度に大気排出黎を2%以 下にする。

による活動の推進、毎月進捗管理を実施

〈二駐化演繁換第 〈t))

11,709 77 t

17,948 15 tⅢl            18,374 37 t

よる温室/‐7J果
ガスの削減量

自然エネルギーを利用 した電

17,948 15 t

環境 (CSR)報告書 (httPツ/nissin jP/onv/06 htnl)で詳細な目標、活動内容を開示.
社内及び家庭内へ、社報、社内‖ob等により地球温暖化防止に対する啓発を実施。
京都市内の小学校へ、環境教育の一環として、地球温暖化防止に向けた環境教育を実施。
グリーン翻逮を通 じて、取引先へEMS等 の導入により地球温暖化防止を働きかけ実施。
エネルギー起源のC02排出量は平成 2年度基準で平成 16年 度は約 12%削 減。 (絶対量で 171
SF6ガスの排出員は平成 11年 基準で平成 16年 度は930/c削減。 (絶対量で86500t C02肖1減)
地球温暖化防止策として、関係各部門でエコドライプを推進中。

9 LCA的には温暖化への影響はほとんど r製品の使用時」なので、省エネ製品の開発に力を入れる。
10 SF6ガスについては、温対法に甚づく計測で報告。
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